
＊14 水準測量：地盤沈下現象を把握する方法として、一般的に行われているのが水準測量です。水準測量は、２地点に標尺を立て、その中間に水
準儀の望遠鏡を水平に置いて、２つの標尺の目盛りを読み、その差から高低差を求める作業をいいます。遠く離れた地点の高さはこの作業の
繰り返しによって求めることができます。公共測量における水準測量は、その精度により、一級、二級、三級、四級及び簡易水準測量に区分
されます。本県の地盤沈下観測では、最も精度の高い一級水準測量が行われています。

＊15 標高（T.P.）：東京湾の平均中等潮位からの高さです。実用的には、地上のどこかに高さの基準となる点を表示することが必要です。このため、
明治24年に東京都千代田区永田町（国会議事堂前、憲政記念館南）に水準原点が作られました。内部に置かれた水晶板のゼロ目盛りの高さ
が東京湾平均海面（T.P.）上24.3900ｍと定められています。（平成23年10月21日改正）

　地盤沈下とは、過剰な地下水の採取によって、

主に粘土層が収縮するために生じる現象です。

　地下水は、雨水や河川水等の地下浸透により補

給されますが、この補給に見合う以上の汲み上げ

が行われることで、帯水層の水圧が低下（地下水

位が低下）し、粘土層に含まれる水（間隙水）が

帯水層に移動して粘土層が収縮します。そのため、

地表部では地盤沈下として認められます（図2－

4－1－11）。

　地盤沈下は、比較的緩慢な現象で徐々に進行し、

他の公害と異なり、いったん地盤沈下が起こると

元に戻ることはありません。

　県では、「一級水準測量」と「地下水位計・地盤

沈下計による観測」を行い、これら地盤の変動を

把握しています。

（1）一級水準測量＊14

　県では、地盤変動の状況を経年的に調査するた

め、昭和50年度から一級水準測量を実施してい

ます。広域的な測量を行うことにより、どの場所

でどれくらい地盤が変動しているかを把握するこ

とができます。

　平成28年度は、県の平坦地域10市町の水準点

134点、測量延長286㎞の規模で実施しました。

　平成28年の地盤変動量は、平成29年１月１日

現在の標高(T.P.)＊15から平成28年１月１日現在

の標高(T.P.)を差し引いて求めたものです。

　平成28年度における観測の結果、沈下の注意

が必要となる20㎜以上沈下した地域はなく、10

㎜以上20㎜未満の沈下域は0.12㎢でした(図2－

4－1－12、図2－4－1－13、図2－4－1－15)。

　また、測量を実施した各市町村における年間沈

下量のうち最大のものは、板倉町大字海老瀬（水

準点番号5-03）の9.2㎜です(表2－4－1－19)。

　なお、観測開始からの累積沈下量としては、明

和町新里（水準点番号50-08）で最大の474.3㎜

となっており(図2－4－1－14)、観測開始から

の年平均変動量図は図2－4－1－16のとおりで

す。

第２項　地盤沈下の防止

１　　一級水準測量による地盤変動調査の実施と結果の公表

図2－4－1－11　地盤沈下の仕組み

図2－4－1－12　年間10㎜以上の地盤沈下面積の推移
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表2－4－1－19　平成28年度市町村別地盤変動状況

図2－4－1－13　平成28年度一級水準測量結果

地
域
名

市町村名 総数
水準点数 変動量の内訳 最大沈下点

沈下 隆起 変動なし 10㎜未満 10㎜以上
変動量
(㎜)

水準点
番号

所在地

保
全
地
域

館林市 23 20 2 1 20 － 4.3 59-03 大島町

板倉町 17 17 － － 17 － 9.2 5-03 大字海老瀬

明和町 9 9 － － 9 － 6.9 50-16 斗合田

千代田町 8 8 － － 8 － 1.8 50-21 大字赤岩

邑楽町 16 16 － － 16 － 3.6 53-07 大字中野

観
測
地
域

太田市
（旧藪塚本町を除く）

36 16 17 3 16 － 3.4 11-04 東矢島町

大泉町 7 7 － － 7 － 2.4 50-24 城之内一丁目

そ
の
他
地
域

伊勢崎市
（旧赤堀町を除く）

15 － 15 － － － － － －

玉村町 2 － 2 － － － － － －

高崎市（旧新町） 1 － 1 － － － － － －

計 134 93 37 4 93 0

  隆起 37点

 　　調査地点 変動なし 　4点 

  沈下 　93点 10㎜未満 93点

    10㎜以上 0点

図2－4－1－14　累積地盤沈下量上位5地点の経年変化

※平成23年度測量成果については、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の地殻変動量が含まれています。

28262422201816141210864263615957555351
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（2）地下水位計・地盤沈下計による観測

　地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げが原因と

されており、地盤沈下の現状を把握するためには

地下水位の変化と地盤沈下量を観測、分析するこ

とが有効です。このため、県では一級水準測量に

加え、県で管理する地下水位観測井に地盤沈下計

を併設し、地下水位と地盤沈下量（地層収縮量）

を調査しています。

　平成28年は、地下水位観測井（地下水位のみ

観測）15井、地盤沈下観測井（地下水位と地盤沈

下量を観測）５井の合計20井で観測を行いました。

　主な観測井での観測開始からの変化を、図2－

4－1－17に示します。一般的に地下水位は毎年

同じような変化を繰り返しています。十数年前ま

では、地下水位は下降傾向でしたが、現在はほぼ

横ばい傾向にあります。

図2－4－1－15　単年度地盤変動量図（平成28年１月１日～平成29年１月１日）

図2－4－1－16　昭和51年からの年平均地盤変動量図（昭和51年１月１日～平成29年１月１日）
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　深度の異なる３本の地盤沈下観測井を設置して

いる明和西観測井の結果（図2－4－1－18）から、

次のことが読みとれます。

・地下水位の変化は、１年周期で変動がある。

・一度地盤が沈下すると、地下水位が回復しても

地盤は元に戻らない。

・浅層より深層で沈下が起きているが、地下水

位の低下は今のところ現れていない。

図2－4－1－18　層別観測井（明和西）の観測結果

図2－4－1－17　主な観測井の観測結果（地下水位計）
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　「群馬県の生活環境を保全する条例」により、

一定規模以上の井戸を揚水特定施設として設置の

届出と地下水採取量の報告を義務付けています。

　揚水特定施設設置者からの報告による平成28

年の各市町村別の地下水採取量は表2－4－1－

20、採取量の推移は、図2－4－1－19に示すと

おりです。

２　　地下水採取状況の把握と結果の公表

図2－4－1－19　地下水採取量の推移

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

 H19   H20   H21   H22   H23   H24   H25   H26   H27   H28   
水道用水 89,713 86,877 81,435 84,539 84,539 83,823 82,794 78,519 76,751 75,892
工業用水 56,419 53,332 47,564 50,950 50,340 53,095 53,423 52,949 48,834 45,780
ビル用水 5,335 5,373 4,440 4,609 3,846 4,782 4,840 4,500 4,983 5,007
農業用水 3,060 3,835 2,735 2,092 2,050 1,944 2,750 4,099 1,536 2,478

採
取
量
（
千
㎥
）

前橋・高崎伊勢崎・佐波観測地域保全地域

採
取
量
（
千
㎥
）

  H19   H20   H21   H22   H23   H24   H25   H26   H27   H28  
保全地域 30,415 30,661 29,417 30,357 29,739 29,920 29,312 29,834 28,776 29,164
観測地域 31,648 31,399 28,175 28,864 28,723 29,240 28,695 27,595 26,100 26,874
伊勢崎・佐波 48,088 47,037 40,587 42,372 41,985 42,578 43,358 42,792 40,269 38,471
前橋・高崎 44,376 40,320 37,995 40,597 40,328 41,906 42,441 39,846 36,959 34,648

0
20000
40000
60000
80000
100000

農業用水ビル用水工業用水水道用水

地域別

用途別

表2－4－1－20　各市町村別・用途別地下水採取量（平成28年１月１日～平成29年１月１日） （単位：千㎥）

地域名 市町村名 採取量報告数（本） 水道用 工業用 ビル用水 農業用水 合計

保
全
地
域

館林市 95 7,059 5,897 1,241 284 14,481
板倉町 32 1,423 79 97 48 1,647
明和町 26 1,261 6,009 0 0 7,270
千代田町 17 1,785 853 0 83 2,721
邑楽町 30 2,378 191 6 470 3,045
小計 200 13,906 13,029 1,344 885 29,164

観
測
地
域

太田市（旧藪塚本町を除く） 117 17,278 2,478 787 991 21,534
大泉町 26 3,559 1,681 100 0 5,340
小計 143 20,837 4,159 887 991 26,874

伊
勢
崎
・

佐
波
地
域

伊勢崎市（旧赤堀町を除く） 184 21,435 10,318 248 0 32,001
太田市（旧藪塚本町） 8 0 286 0 0 286
玉村町 30 4,058 1,143 983 0 6,184
小計 222 25,493 11,747 1,231 0 38,471

前
橋
・

高
崎
地
域

前橋市（旧前橋市） 183 14,587 6,857 1,157 602 23,203
高崎市（旧高崎市） 103 1,069 9,988 388 0 11,445
小計 286 15,656 16,845 1,545 602 34,648
合　　　計 851 75,892 45,780 5,007 2,478 129,157

（注）各市町村の地下水採取量は、四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

　県では、高度経済成長の過程で工場等による地

下水採取量が増大したため、特に東部地域の地盤

沈下が著しく進行したと考えられています。

　こうした状況を回避するため、県企業局では地

下水保全（地盤沈下）対策として東毛工業用水道

事業（給水区域：伊勢崎市、太田市、館林市、板

倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）及び

東部地域水道用水供給事業（給水区域：太田市、

館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑

楽町）を計画・事業化しました。

　平成28年度は地下水から表流水への新たな転

換はありませんでしたが、引き続き転換を進め、

地盤沈下の防止に努めます。

３　　取水における地下水から表流水への転換の推進
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